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１ 計画の位置づけ 

本計画は、香美市における“協働のまちづくり“を総合的かつ計画的に推進す

るため、香美市協働のまちづくり条例（令和元年条例第１３号）第１１条の規

定に基づき定めるものです。 

  また、香美市では、第２次香美市振興計画（Ｈ２９〜Ｒ８）において“みん

なで共に進めるまちづくり”を基本理念として掲げており、当該計画における

将来都市像である「美しく豊かな自然に育まれ、共に支えあう 進化する自然

共生文化都市」の実現に資するための計画として位置付けます。 

 

■香美市協働推進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

  

香美市協働のまちづくり条例 

（第 11 条に香美市協働推進計画の策定を規定） 

香美市協働推進計画 

【まちづくり委員会や市⺠からの意⾒を基に市が策定】 

香美市の協働事業 

【市⺠と市の協働により実施】 

第２次香美市振興計画における将来都市像 

「美しく豊かな自然に育まれ、共に支えあう 進化する自然共生文化都市」 

第２次香美市振興計画 

（基本理念に“みんなで共に進めるまちづくり”を規定） 
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２ 策定体制 
  香美市協働推進計画の策定体制は以下のとおりです。香美市協働推進本部

（庁内組織）において検討を進め、香美市まちづくり委員会からの意⾒を踏ま

えて市が策定していきます。 

 

 ■計画の策定体制 

  まちづくり委員会 

各課、職員参加 

（内容の個別調整等） 

意⾒・ 
要望・ 
提案等 

住⺠ 
意⾒の
把握 

指示 

報告 

④意⾒・ 
提案等 ③意⾒照会 

②指示 
提示 

①提案 
 報告 

協働推進本部 

庁内組織 

事務局 

企画財政課 

市⺠ 

（パブリックコメント） 
市議会 

報告 

意⾒ 
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素案の作成 

素案が完成し

た時点でパブ

リックコメン

トを実施 

第２回 第３回 第４回 

 全 体 案 が

で き た ら

諮る。 

※必要に応じて提案をしたり、支持を仰いだりする。 

第１回 

3 香美市協働推進計画策定スケジュール（令和 3 年度） 

項目 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

 

まちづくり委員会 

          

協働推進本部           

住⺠意向調査           

※各会議の開催時期については、今後の計画検討の進捗状況および新型コロナウィルスの感染拡大状況を勘案し、随時調整していくことを想 

定しています。 


